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横須賀港港湾隣接地域の変更について
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１－１ 港湾隣接地域の概要

水域である港湾を保全し、水域にある港湾施設
を維持し、港湾の背後地を保全するために、
港湾区域に隣接する地域において、港湾管理者
が指定した区域

水際線から100ｍ以内の必要最小限の範囲
（横須賀港では、概ね20ｍ以内）

であり、港湾法に規定されている。

港湾隣接地域とは、

港湾隣接地域の指定の範囲は、

としている。

港湾隣接地域内では、港湾としての機能を十分に発揮させるとともに、港湾の開発、
利用および保全に支障を生じさせないために、行為・利用等に対して規制が設けら
れている。

港湾隣接地域
（斜線部分）
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１－２ 港湾隣接地域内での行為の規制

以下のいずれかに該当する行為をするとき、港湾管理者の許可を受けなければならない。

① 港湾区域または公共空地の占用
② 港湾区域または公共空地における土砂の採取
③ 水域施設、外郭施設、係留施設、運河、用水渠または排水渠の建設ま
たは改良

④ 上記①～③以外で港湾の開発、利用または保全に著しく支障を与える
おそれのある、政令で定める行為

＜政令で定める行為＞

1. 港湾管理者が指定する護岸、堤防、岸壁、桟橋また
は物揚場の水際線から20ｍの地域においてする、
構築物の建設または改築

2. 港湾管理者が指定する廃物の投棄
3. 揚水施設の建設または改良
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１－３ 港湾隣接地域指定の考え方

横須賀市は、以下の３点を基本方針として港湾隣接地域を指定してきている。

Ａ 港湾区域の水際線の背後地全体にわたって指定する。
ただし、米軍への提供財産については指定から除外する。

Ｂ 海岸保全区域と重複する区域は海岸保全区域の範囲と同一とする。
Ｃ 背後地は水際線より20ｍを原則とする。

※今回変更については、背後地の利用状況に応じて範囲を適切に設定

①港湾区域内全体にわたり指定する。
②公有水面埋立法に基づく埋立てにより、海岸線が内陸化した場合は
前出し及び廃止する。

③背後地の指定範囲は、土地・建物その他の構築物の所有者の権利が
一部制限されることとなるので、範囲は水際線から概ね20ｍ（法律では
100ｍ以内）を原則とする。※
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横須賀港の港湾隣接地域は昭和37年に指定され、平成８年の変更

指定があった後、市内全域において、必要に応じて随時指定を見直し
てきた。

今回は、以下の３地区について、利用状況の変化に対応して、港湾
の開発、利用および保全に支障が生じないようにするため、必要な区
域を港湾隣接地域として指定しようとするものである。

２－１ 変更箇所
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変更地区① 長浦地区
変更地区② 本港地区
変更地区③ 鴨居地区
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２－１ 変更箇所

変更地区①長浦地区

変更地区②本港地区

変更地区③鴨居地区
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２－２ 変更理由

現港湾隣接地域は、平成21年10月13日に指定したものであるが、防衛省
用地（教育実習場用地、食厨用用地、構内道路用地）として埋立てが実
施された（平成21年３月）ことから、新たな水際線の位置や土地の用途を
踏まえて港湾隣接地域を変更する。

埋立後埋立前
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２－２ 変更理由

現区域 変更案
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２－２ 変更理由

現港湾隣接地域は、平成９年１月１日に指定したものであるが、防衛省
用地で港湾隣接地域であった土地の一部を米海軍が管理することになっ
た（平成30年３月）ため、その部分について、港湾隣接地域から除外する。

変更部分拡大図

米海軍
に移管

港
湾
隣
接

地
域
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２－２ 変更理由

現区域 変更案
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２－２ 変更理由

現港湾隣接地域は、平成９年１月１日に指定したものであるが、廃校に
なった公立小学校用地が民間に売却され、令和元年６月に開発計画が
示されたことから、その土地利用方法に応じて港湾隣接地域を変更する。

小学校跡地

県営住宅
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２－２ 変更理由

現況 開発イメージ

株式会社アイ・ディ・アイランドプランHPの図

（https://www.idei-lp.co.jp/uraga.html）を加工

約127ｍ

約115ｍ

仕切り
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２－２ 変更理由

現区域 変更案

港湾区域及び背後地域を保全
するため、港湾隣接地域を拡大
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